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(54)【発明の名称】 内視鏡装置の操作システム

(57)【要約】
【課題】  操作者の意図した操作を確実に実行できる内
視鏡装置の操作システムを実現する。
【解決手段】  内視鏡装置の操作システム１は、内視鏡
画像と共にスイッチ表示部を表示する観察モニタ４と、
前記スイッチ表示部を注視する操作者の視線を検出する
視線検出部５と、音声入力を有効化するフットスイッチ
８と、選択表示されたスイッチ表示部を音声入力可能な
音声入力部６と、前記視線検出部５の検出結果により、
少なくとも１つのスイッチ表示部を選択して当該スイッ
チ表示部を選択表示すると共に、当該スイッチ表示部が
選択表示されている状態で、且つ前記フットスイッチ８
の操作により有効となった状態で前記音声入力部６から
入力された音声により前記スイッチ表示部を確定し、当
該スイッチ表示部に該当する前記内視鏡２ないし被制御
装置群３を制御する制御装置７とから構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  内視鏡及びこの内視鏡に関連した複数の
医療装置を制御する内視鏡装置の操作システムにおい
て、
モニタに内視鏡画像と共に表示可能であって、前記内視
鏡ないし医療装置を動作させるための複数のスイッチ表
示部と、
前記複数のスイッチ表示部のうち、少なくとも１つのス
イッチ表示部を注視する操作者の視線を検出する視線検
出手段と、
前記視線検出手段の検出結果により、選択されたスイッ
チ表示部を選択表示する選択表示部と、
音声入力を有効化する有効化手段と、
前記選択表示部で選択表示されたスイッチ表示部を音声
入力可能な音声入力手段と、
前記視線検出手段の検出結果により、少なくとも１つの
スイッチ表示部を選択して当該スイッチ表示部を選択表
示すると共に、当該スイッチ表示部が選択表示されてい
る状態で、且つ前記有効化手段の操作により有効となっ
た状態で前記音声入力手段から入力された音声で前記ス
イッチ表示部を確定し、当該スイッチ表示部に該当する
前記内視鏡ないし医療装置を動作させる制御手段と、
を具備したことを特徴とする内視鏡装置の操作システ
ム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、内視鏡及びこの内
視鏡に関連した複数の医療装置を制御する内視鏡装置の
操作システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡及びこの内視鏡に関連した複数の
医療装置を接続して構成される内視鏡装置の操作システ
ムは例えば特開平１１－３３２８８３号公報に提案され
ている。この特開平１１－３３２８８３号公報に記載の
内視鏡装置の操作システムは、内視鏡検査、手術におい
て使用する内視鏡及びこの内視鏡に関連した複数の医療
装置を動作させるための複数のスイッチ表示部を内視鏡
画像と共に、観察モニタに表示し、操作者の音声や視線
入力により前記観察モニタのスイッチ表示部を遠隔操作
して選択し、フットスイッチにより確定し実行すること
が可能である。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記特
開平１１－３３２８８３号公報に記載の内視鏡装置の操
作システムは、操作者に取り付けたマイクを通して操作
者の音声を収集して認識し、観察モニタ上に表示された
スイッチ表示部の選択を行うようになっているが、音声
を入力する際に、操作者が発声しているときに操作者以
外の者が喋った声をマイクが拾ったり、その他のノイズ
をマイクが拾うなどして本来の入力で必要とされている
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操作者の音声のみが入力されずスイッチ表示部が選択で
きない、つまり音声が認識されない虞れが生じる。
【０００４】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもの
で、操作者の意図した操作を確実に実行できる内視鏡装
置の操作システムを提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
本発明は、内視鏡及びこの内視鏡に関連した複数の医療
装置を制御する内視鏡装置の操作システムにおいて、モ
ニタに内視鏡画像と共に表示可能であって、前記内視鏡
ないし医療装置を動作させるための複数のスイッチ表示
部と、前記複数のスイッチ表示部のうち、少なくとも１
つのスイッチ表示部を注視する操作者の視線を検出する
視線検出手段と、前記視線検出手段の検出結果により、
選択されたスイッチ表示部を選択表示する選択表示部
と、音声入力を有効化する有効化手段と、前記選択表示
部で選択表示されたスイッチ表示部を音声入力可能な音
声入力手段と、前記視線検出手段の検出結果により、少
なくとも１つのスイッチ表示部を選択して当該スイッチ
表示部を選択表示すると共に、当該スイッチ表示部が選
択表示されている状態で、且つ前記有効化手段の操作に
より有効となった状態で前記音声入力手段から入力され
た音声で前記スイッチ表示部を確定し、当該スイッチ表
示部に該当する前記内視鏡ないし医療装置を動作させる
制御手段と、を具備したことを特徴としている。この構
成により、操作者の意図した操作を確実に実行できる内
視鏡装置の操作システムを実現する。
【０００６】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明
の実施の形態について説明する。
（第１の実施の形態）図１ないし図４は本発明の第１の
実施の形態に係り、図１は本発明の第１の実施の形態の
内視鏡装置の操作システムの全体構成図、図２はスイッ
チ表示部を示す説明図であり、図２（ａ）は内視鏡画像
と共に観察モニタに表示されるスイッチ表示部を示す説
明図、図２（ｂ）は同図（ａ）の観察モニタとは別のモ
ニタに表示されるスイッチ表示部を示す説明図、図３は
図１の回路ブロック図、図４は内視鏡装置の操作システ
ムのフローチャートである。
【０００７】図１に示すように本発明の第１の実施の形
態の内視鏡装置の操作システム１は、内視鏡画像と共に
内視鏡２ないし医療装置としての被制御装置群３を動作
させるための後述する複数のスイッチ表示部（図２参
照）を表示する観察モニタ４と、この観察モニタ４に表
示される前記複数のスイッチ表示部のうち、少なくとも
１つのスイッチ表示部を所定時間注視する操作者の視線
を検出する視線検出部５と、前記視線検出部５の検出結
果により、選択表示されたスイッチ表示部を音声入力可
能な音声入力部６と、前記内視鏡２ないし被制御装置群
３を制御する制御装置７とから主に構成されている。
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尚、前記音声入力部６は例えばピンマイク、ヘッドセッ
トマイク等であり、この音声入力部６には、音声入力を
有効化する有効化手段としてのフットスイッチ８が接続
されている。
【０００８】前記被制御装置群３は、前記内視鏡（又は
スコープとも言う）２に取り付けたカメラヘッド１１
（撮像手段）からケーブル１１ａを介して出力される撮
像信号を映像信号処理する画像処理装置１２と、前記内
視鏡２にライトガイドケーブル１３ａを介して照明光を
供給する光源装置１３と、内視鏡画像の映像を記録する
ＶＴＲ１４と、プローブ１４ａにＡコード１４ｂを介し
て高周波電気エネルギを供給して焼灼等の処置を行う高
周波焼灼装置１５と、気腹チューブ１６ａを介して患者
の腹腔内にガスを送気する気腹装置１６等である。尚、
前記視線検出部５は、操作者の眼球運動と頭部運動とを
併せて検出することで、操作者の視線を検出するもので
ある。また、図示しないが操作者が顔面に装着したアイ
カメラにより、操作者の視線を検出する構成のものでも
構わない。
【０００９】図２（ａ）に示すように前記観察モニタ４
には、前記カメラヘッド１１で撮像し、画像処理装置１
２で映像信号処理して得た内視鏡画像２０が表示される
と共に、この内視鏡画像２０の周辺には前記内視鏡２な
いし被制御装置群３に該当する各種スイッチ表示部２１
～２４が配置され表示される。尚、図２（ａ）では、ス
イッチ表示部２１～２４を観察モニタ４内に表示するよ
うに構成しているが、同図（ｂ）に示すようにスイッチ
表示部２１～２４を前記観察モニタ４とは別のモニタ２
５に配置して表示することも可能であり、このときモニ
タ２５は制御装置７に接続される。
【００１０】そして、内視鏡操作者が前記スイッチ表示
部２１～２４のうち、いずれかのスイッチ表示部を所定
時間見つめることにより、そのスイッチ表示部に該当す
る前記内視鏡２ないし被制御装置群３の動作が選択され
るようになっている。このとき、選択されたスイッチ表
示部は、色が変化する、点滅する、または形を変える等
の形態変化により選択されたことを選択表示部として表
示する。
【００１１】本実施の形態では、前記視線検出部５の検
出結果により前記複数のスイッチ表示部２１～２４のう
ち、少なくとも１つのスイッチ表示部を選択して当該ス
イッチ表示部を形態変化させて選択表示すると共に、当
該スイッチ表示部が選択表示されている状態で、且つ前
記フットスイッチ８の操作入力により有効となった状態
で前記音声入力部６から入力された音声で前記スイッチ
表示部を確定し、当該スイッチ表示部に該当する前記内
視鏡２ないし被制御装置群３を動作させるように構成す
る。
【００１２】図３に示すように前記制御装置７は、前記
視線検出部５からの視線検出情報を処理すると共に、前
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記スイッチ表示部２１～２４の形態を変化させる選択表
示部として表示処理を行う情報処理部３１と、この情報
処理部３１からの信号を受けて前記被制御装置群３（１
１～１６）を動作させる制御信号を生成し、この制御信
号を送信するコマンド生成部３２と、前記音声入力部６
からの音声データ及び前記フットスイッチ８からの操作
入力信号を受けて音声データを認識し、その結果を前記
情報処理部３１に送信する音声認識装置３３とから構成
される。
【００１３】このように構成された本実施の形態の内視
鏡装置の操作システム１の動作について、図４のフロー
チャートを用いて説明する。例えば、光源装置１３の光
量を減少させる場合、まず、操作者はスイッチ表示部２
１～２４の中で光源装置１３の「光量減少」に該当する
スイッチ表示部２２を所定時間注視して、視線入力する
（ステップＳ１）。
【００１４】視線検出部５からの視線検出情報により、
操作者がスイッチ表示部２２を所定時間以上注視してい
るということを情報処理部３１が判断し（ステップＳ
２）、スイッチ表示部２２を形態変化させる（ステップ
Ｓ３）。この形態変化により、操作者がスイッチ表示部
２２を選択しているということを確認させる。
【００１５】そして、形態変化したスイッチ表示部２２
を操作者が更に注視し続けることで、視線検出部５から
の視線検出情報により情報処理部３１が、前記スイッチ
表示部２２が形態変化をしており、且つ操作者の視線が
スイッチ表示部２２を注視している状態であることを判
断する（ステップＳ４）。尚、形態変化したスイッチ表
示部２２を操作者が注視し続けていないときには、スイ
ッチ表示部２２の形態変化を前の状態に戻し（ステップ
Ｓ５）、ステップＳ１の視線入力からやり直す。
【００１６】スイッチ表示部２２が形態変化をしてお
り、且つ操作者の視線がスイッチ表示部２２を注視して
いる状態で、操作者がフットスイッチ８を踏み、このフ
ットスイッチ８がｏｎ状態のとき（ステップＳ６）、
『光量減少』と発声して、音声入力を行い（ステップＳ
７）、発声が終了したらフットスイッチ８から足を離
す。これにより、音声認識装置３３が音声入力部６から
入力される操作者の発声した『光量減少』という音声デ
ータを認識し、その音声認識結果を情報処理部３１に送
る。このように、フットスイッチ８を踏んでいる間のみ
音声入力部６が機能する。また、フットスイッチ８がｏ
ｆｆ、つまり、フットスイッチ８から足が離れていて、
オフ状態の時には音声入力部６は機能せず、音声を入力
しない。このため、音声入力をする場合にはステップＳ
４に戻り、フットスイッチ８を踏みながら形態変化した
スイッチ表示部２２を更に見続けて、音声入力を行いス
テップＳ７まで繰り返す。
【００１７】音声認識装置３３から送られてきた「光量
減少」という音声認識結果と、形態が変化したスイッチ
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表示部２２との内容が一致しているかどうかの判断が情
報処理部３１で行われ、一致していたらスイッチ表示部
２２の選択が確定する（ステップＳ８）。一致していな
いならば、上記したようにステップＳ５でスイッチ表示
部２２の形態を変化する前の状態に戻し（ステップＳ
５）、ステップＳ１の視線入力からやり直す。
【００１８】そして、情報処理部３１で確定した結果が
コマンド生成部３２に送られ、この結果に基づいて、選
択されたスイッチ表示部２２に該当する光源装置１３の
「光量減少」という制御信号がコマンド生成部３２で生
成され、この生成された制御信号が光源装置１３に送ら
れ（ステップＳ１０）、光源装置１３は光量減少の動作
を行い終了する（ステップＳ１１）。
【００１９】これにより、フットスイッチ８の操作によ
って音声入力部６への音声入力が有効となるので、操作
者の意図した操作を確実に実行でき、操作者以外の発声
による誤動作を防ぐことができる。
【００２０】（第２の実施の形態）図５及び図６は本発
明の第２の実施の形態に係り、図５は本発明の第２の実
施の形態の内視鏡装置の操作システムを示す外観図、図
６は図５の回路ブロックである。本第２の実施の形態
は、上記第１の実施の形態の構成に加え、音声入力部６
に方向制御手段を接続し、この方向制御手段に撮影手段
を接続した構成としている。それ以外の構成は、上記第
１の実施の形態と同様なので説明を省略し、同じ構成に
は同じ符号を付して説明する。
【００２１】即ち、図５に示すように本第２の実施の形
態の内視鏡装置の操作システム５０は、音声入力部６に
方向制御部５１を接続し、この方向制御部５１に撮影装
置５２を接続している。前記音声入力部６と前記方向制
御部５１及び前記撮影装置５２は、観察モニタ４の上面
に設置されていて、前記音声入力部６及び撮影装置５２
は可動式に構成されている。
【００２２】図２に示すように前記撮影装置５２はＣＣ
Ｄカメラ６１と、前記ＣＣＤカメラ６１に接続された人
物認識部６２と、前記ＣＣＤカメラ６１に接続された口
元位置認識部６３とから構成されている。前記人物認識
部６２と口元位置認識部６３とは接続されている。前記
音声入力部６は例えば指向性マイク等であり、音声を発
する操作者の方向に常に向くよう構成されている。
【００２３】このように構成された内視鏡装置の操作シ
ステム５０は、先ずＣＣＤカメラ６１により常時観察モ
ニタ４正面の映像を撮影し、その映像情報を人物認識部
６２に送る。この人物認識部６２では、複数映っている
人物の中から実際に音声を入力する操作者を識別する。
この人物認識部６２によって得られた操作者認識情報と
ＣＣＤカメラ６１による映像情報とが、口元位置認識部
６３に送られ、これらの情報により口元位置認識部６３
では操作者の体から口元の部位を識別する。
【００２４】更に、口元位置認識部６３では識別された
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口元の位置情報を計算し、口元位置情報を方向制御部５
１に送る。この方向制御部５１は指向性の音声入力部６
の動作方向を制御するものであり、口元位置認識部６３
より送られてきた口元位置情報を処理し、指向性の音声
入力部６を操作者の口元の方向に向けるための制御信号
を送る。
【００２５】前記方向制御部５１から制御信号を受けた
音声入力部６は操作者の口元に向くように動作をする。
このように音声入力部６は常に音声入力を行う操作者の
口元に向けられることになる。そして、図４で説明した
フローチャートに従って、内視鏡ないし医療装置を動作
させる。
【００２６】この結果、操作者は観察画面を見て作業を
行う間、多少顔の向きを変えても、その方向に音声入力
部６の向きが移動するので操作者の発声を効率よく入力
することができ、また、他の人物の発声、雑音を入力し
なくなるので、誤操作を防ぐことができる。
【００２７】（第３の実施の形態）図７及び図８は本発
明の第３の実施の形態に係り、図７は本発明の第３の実
施の形態の内視鏡装置の操作システムを示す外観図、図
８は図７の回路ブロックである。本第３の実施の形態で
は、音声入力手段として骨伝導マイクを用いた構成であ
る。それ以外の構成は、上記第１の実施の形態と同様な
ので説明を省略し、同じ構成には同じ符号を付して説明
する。
【００２８】即ち、図７に示すように本第３の実施の形
態の内視鏡装置の操作システム１００は、操作者１１０
が装着するマスク１１１の音声振動が伝わる部分に音声
入力手段として骨伝導マイク１１２を設置しており、前
記骨伝導マイク１１２は送信器１１３に接続されてい
る。また、前記骨伝導マイク１１２には、フットスイッ
チ８が接続されている。
【００２９】図８に示すように前記制御装置７内に設け
られた音声認識装置３３には、前記骨伝導マイク１１２
に接続された前記送信器１１３から送信される無線の情
報を受信する受信器１１４が接続されている。それ以外
の構成は、上記第１の実施の形態と同様である。
【００３０】このように構成された内視鏡装置の操作シ
ステム１００は、操作者１１０が音声入力を行う段階に
なって発声した音声を骨伝導マイク１１２により音声振
動として取得し、その振動を送信器１１３内の図示しな
い変換素子により電気信号に変換し、その情報を送信器
１１３から無線で制御装置７内の受信器１１４に送る。
受信器１１４は送信された情報を音声認識装置３３へ送
信する。上述した以外つまり音声入力の方法以外は  上
記第１の実施の形態と同様である。
【００３１】この結果、音声入力手段として骨振動マイ
クを用いることにより、操作者以外の音声やノイズの入
力を防ぐことができ、操作者以外の音声・ノイズによ
る、操作者の入力音声が認識されず装置が動作しなくな
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るということを防ぐことができる。
【００３２】尚、本発明は、以上述べた実施の形態のみ
に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範
囲で種々変形実施可能である。
【００３３】［付記］
（付記項１）  内視鏡及びこの内視鏡に関連した複数の
医療装置を制御する内視鏡装置の操作システムにおい
て、モニタに内視鏡画像と共に表示可能であって、前記
内視鏡ないし医療装置を動作させるための複数のスイッ
チ表示部と、前記複数のスイッチ表示部のうち、少なく
とも１つのスイッチ表示部を注視する操作者の視線を検
出する視線検出手段と、前記視線検出手段の検出結果に
より、選択されたスイッチ表示部を選択表示する選択表
示部と、音声入力を有効化する有効化手段と、前記選択
表示部で選択表示されたスイッチ表示部を音声入力可能
な音声入力手段と、前記視線検出手段の検出結果によ
り、少なくとも１つのスイッチ表示部を選択して当該ス
イッチ表示部を選択表示すると共に、当該スイッチ表示
部が選択表示されている状態で、且つ前記有効化手段の
操作により有効となった状態で前記音声入力手段から入
力された音声で前記スイッチ表示部を確定し、当該スイ
ッチ表示部に該当する前記内視鏡ないし医療装置を動作
させる制御手段と、を具備したことを特徴とする内視鏡
装置の操作システム。
【００３４】（付記項２）  前記音声入力手段は、撮像
手段及び指向性マイクロフォンを有し、前記撮像手段に
より撮像した画像から操作者の口元を識別する操作者口
元識別手段と、前記操作者口元識別手段の識別結果に応
じて、前記指向性マイクロフォンの向きを操作者口元に
移動する移動手段と、を具備したことを特徴とする付記
項１に内視鏡装置の操作システム。
【００３５】（付記項３）  前記音声入力手段は、骨伝
導による振動を検出することで音声入力を行うことを特
徴とする付記項１に内視鏡装置の操作システム。
【００３６】 *
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*【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、フ
ットスイッチ（有効化手段）の操作によって音声入力部
への音声入力が有効となるので、操作者の意図した操作
を確実に実行でき、操作者以外の発声による誤動作を防
ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の内視鏡装置の操作
システムの全体構成図
【図２】スイッチ表示部を示す説明図であり、図２
（ａ）は内視鏡画像と共に観察モニタに表示されるスイ
ッチ表示部を示す説明図、図２（ｂ）は同図（ａ）の観
察モニタとは別のモニタに表示されるスイッチ表示部を
示す説明図
【図３】図１の回路ブロック図
【図４】内視鏡装置の操作システムのフローチャート
【図５】本発明の第２の実施の形態の内視鏡装置の操作
システムを示す外観図
【図６】図５の回路ブロック
【図７】本発明の第３の実施の形態の内視鏡装置の操作
システムを示す外観図
【図８】図７の回路ブロック
【符号の説明】
１        …内視鏡装置の操作システム
２        …内視鏡
３        …被制御装置群
４        …観察モニタ
５        …視線検出部
６        …音声入力部
７        …制御装置
８        …フットスイッチ（有効化手段）
２１～２４  …スイッチ表示部
３１        …情報処理部
３２        …コマンド生成部
３３        …音声認識装置

【図８】
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】
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【図６】

【図７】

  
─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成１２年５月１７日（２０００．５．１
７）
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正内容】
【００２２】図６に示すように前記撮影装置５２はＣＣ
Ｄカメラ６１と、前記ＣＣＤカメラ６１に接続された人

物認識部６２と、前記ＣＣＤカメラ６１に接続された口
元位置認識部６３とから構成されている。前記人物認識
部６２と口元位置認識部６３とは接続されている。前記
音声入力部６は例えば指向性マイク等であり、音声を発
する操作者の方向に常に向くよう構成されている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
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【補正内容】
【図１】

【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
【補正方法】変更
【補正内容】 *

*【図５】

【手続補正４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図７
【補正方法】変更
【補正内容】
【図７】
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